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令和５年第１回枚方京田辺環境施設組合議会定例会会議録 

 

日 時：令和５年２月２２日（水） 午後２時   

場 所：枚方市東部清掃工場３階 見学者説明室  

 

〇出席議員 １２名 

  １番    長 友 克 由       ２番    広 瀬 ひとみ 

  ３番    番 匠 映 仁       ４番    泉   大 介 

  ５番    妹 尾 正 信       ６番    鍜治谷 知 宏 

  ７番    有 山 正 信       ８番    青 木 綱次郎 

  ９番    上 田   毅      １０番    岡 嶋 一 晃 

 １１番    河 田 美 穂      １２番    長 田 和 也 

 

〇欠席議員 なし 

 

〇説明のため出席した者 

 管  理  者           上 村   崇 

 副 管 理 者           伏 見   隆 

 会 計 管 理 者           古 川 義 男 

 事 務 局 長           髙 橋 利 之 

 事 務 局 次 長           喜 多 利 英 

 参     事           岡 本   仁 

 参     事           吉 岡 正 泰 

 京 田 辺 市 経 済 環 境 部 長  前 川 宗 範 

 京田辺市経済環境部ごみ広域処理推進課長  宮 本 尚 明 

 枚 方 市 環 境 部 長  兼 瀬 和 海 

 枚方市環境部循環型社会推進室循環型社会推進課長  進 藤 和 久 

 

〇職務のため出席した者 

 書  記  長           髙 橋 利 之 （兼務） 

 書     記           喜 多 利 英 （兼務） 

 書     記           北 田 芳 徳 

 書     記           柳 里 百合江 

 書     記           仲 村 保 治 

 

〇議事日程 

 日程第１ 会期の決定 

 日程第２ 諸般の報告 
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 日程第３ 議員提出議案第１号 枚方京田辺環境施設組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定 

            について 

 日程第４ 議案第１号 枚方京田辺環境施設組合個人情報保護条例の全部改正について 

 日程第５ 議案第２号 令和４年度枚方京田辺環境施設組合一般会計補正予算（第１号） 

 日程第６ 議案第３号 令和５年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算 

 日程第７ 一般質問 
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○有山正信議長 開会前に申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今議会におきましても、提案理由説明や質

疑等の発言につきましては、マスクを着用のまま行っていただきますよう、よろしくお願い

をします。 

 また、会議時間が、おおむね１時間を超える場合は、換気のために休憩時間を設けますの

で、御了承ください。 

 

         開会・開議   午後２時００分 

 

○有山正信議長 ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達していますので、これ

から令和５年第１回枚方京田辺環境施設組合議会定例会を開会します。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 開会に当たり、管理者から挨拶したい旨の申出がありますので、これをお受けします。 

 上村管理者。 

○上村崇管理者 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日ここに令和５年第１回枚方京田辺環境施設組合議会定例会を招集いたしましたところ、

議員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 さて、主な事業の進捗状況でございますけれども、まず、環境影響評価でございますが、

引き続き、オオタカの調査を含め、事後調査に取り組んでいるところでございます。 

 また、施設整備につきましては、この春の建設工事着工に向けまして、施設の実施設計業

務が最終段階を迎えているというところでございます。引き続き、御支援、御協力を賜りま

すように、心からお願いを申し上げます。 

 本定例会では、条例の制定に関する議案が１件、令和４年度補正予算並びに令和５年度当

初予算の予算に関する議案が２件について提案をさせていただいております。よろしく御審

議をいただきまして、御議決を賜りますようにお願い申し上げ、簡単でございますけれども、

開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○有山正信議長 次に、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、広瀬ひとみ議員、青木綱次郎議員を指名します。 

 日程第１、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日１日間としたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日１日間とすること

に決しました。 

 日程第２、諸般の報告を行います。 

 前定例会閉会後、本定例会までの諸般の報告につきましては、お手元に配付のとおりであ

ります。 
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 日程第３、議員提出議案第１号、枚方京田辺環境施設組合議会の個人情報の保護に関する

条例の制定についてを議題とします。 

 提案者に提案理由の説明を求めます。 

 長田議員。 

○長田和也議員 それでは、提案理由の説明をさせていただきたいと思います。 

 議員提出議案第１号、枚方京田辺環境施設組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定

について、提出者を代表いたしまして御説明申し上げます。 

 議案書の１ページをお開きください。 

 本件は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、国の施策との整合性に配慮しつつ、

議会における個人の権利利益の保護を目的とし、個人情報の適正な取扱いに関して必要な施

策を実施する責務を果たすため、議会の議決を求めるものでございます。 

 ２ページに条例案がございます。 

 主な内容といたしましては、６ページを御覧ください。 

 第５条では、利用目的の明示として、議会は、本人から直接書面に記録された当該本人の

個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなら

ないと規定しております。 

 第６条では、不適正な利用の禁止として、議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘

発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないと規定しております。 

 第７条では、適正な取得として、議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得し

てはならないと規定しております。 

 次に１１ページを御覧ください。 

 第１７条では、個人情報ファイル簿の作成及び公表について規定しております。 

 次に１２ページの第１８条から１９ページの第３０条までは、開示について、第３１条か

ら２１ページの第３７条までは、訂正について、第３８条から２３ページの第４３条までは、

利用停止について、第４４条から２４ページの第４６条までは、審査請求について、それぞ

れ規定しております。 

 次に第４７条から第５２条までは、適用除外や施行状況の公表などの雑則を規定しており

ます。 

 第５３条から第５７条までは、職員等が個人情報ファイル等を不適切に扱った場合の罰則

を規定しております。 

 この条例の施行日につきましては、令和５年４月１日としたく考えております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議を

お願いいたします。 

○有山正信議長 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 質疑なしと認めます。 

-4-



 

 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これから議員提出議案第１号を採決します。 

 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第４、議案第１号、枚方京田辺環境施設組合個人情報保護条例の全部改正についてを

議題とします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 髙橋事務局長。 

○髙橋利之事務局長 議案第１号、枚方京田辺環境施設組合個人情報保護条例の全部改正につ

いて御説明申し上げます。 

 議案書の２７ページをお開きください。 

 本件は、デジタル社会の進展に伴い、個人情報保護に関する法律が改正されることから、

組合における個人情報の適正な取扱い等の基本的事項を定めるため、提案するものでござい

ます。 

 ２８ページに条例案がございます。 

 第２条第２項では、この条例による実施機関を管理者、公平委員会及び監査委員と規定し

ております。 

 第３条では、実施機関の責務について、第４条では、適正な管理のため、実施機関が取る

べき措置を規定しております。 

 次ページに参りまして、第５条では、個人情報ファイル簿の作成、公表について規定して

おります。 

 第６条では、開示請求に対する決定等について規定しております。開示請求から開示決定

までの日数については、従前どおりとしております。 

 ３０ページに参りまして、第７条では、開示の方法について規定しております。 

 次ページに参りまして、第８条では、訂正及び利用停止の請求について規定しております。 

 第１０条では、是正の申出について規定しております。 

 ３２ページに参りまして、第１３条では、開示請求等の際の費用負担について規定してお

ります。従前どおり、無料を継続いたします。 

 次ページに参りまして、第１５条では、審査会への諮問について規定し、改正後も最大限

の役割を果たすことができるようにしております。また、これに関連して、枚方京田辺環境

施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正を行います。 

 最後に、改正後は、開示請求等の対象とならなくなる死者に関する個人情報についてです。

-5-



 

 

改正後も当該死者の配偶者、子、父母からの開示請求に対応できるよう、附則第１２項にお

いて、枚方京田辺環境施設組合情報公開条例の一部改正を併せて行います。 

 この条例の施行日につきましては、令和５年４月１日としたく考えております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議を

お願い申し上げます。 

○有山正信議長 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これから議案第１号を採決します。 

 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第５、議案第２号、令和４年度枚方京田辺環境施設組合一般会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 髙橋事務局長。 

○髙橋利之事務局長 議案第２号、令和４年度枚方京田辺環境施設組合一般会計補正予算（第

１号）について御説明申し上げます。 

 別冊、令和４年度枚方京田辺環境施設組合一般会計補正予算書（第１号）の１ページをお

開きください。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ８２６万８，０００円を減額し、２億７，０８０万円と定めております。 

 次に、歳入歳出補正予算の主な内容につきまして、５ページ以降の補正予算に関する説明

書により御説明申し上げます。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。歳入でございます。 

 第１款、分担金及び負担金につきましては、各市負担金を８３１万９，０００円減額する

ものでございます。内訳としましては、枚方市負担金が６３１万１，０００円、京田辺市負

担金が２００万８，０００円の減でございます。 

 第４款、繰越金につきましては、令和３年度決算剰余金の確定により、前年度繰越金５万

１，０００円を計上するものでございます。 
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 次に、歳出について御説明申し上げます。１２ページ、１３ページをお開きください。 

 第１款、議会費につきましては、６２万３，０００円を減額しております。内容としまし

ては、議員行政視察に係る費用弁償などの不用額でございます。 

 第２款、総務費につきましては、９１５万２，０００円を減額しております。内容としま

しては、システム導入委託料などの不用額でございます。 

 １４ページに参りまして、第３款、衛生費につきましては、２１万４，０００円を増額し

ております。内容としましては、調査等委託料の増額等でございます。 

 第４款、公債費につきましては、１２９万３，０００円を新たな款として計上しておりま

す。内容としましては、長期債に係る償還金及び利子でございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い申し上げます。 

○有山正信議長 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これから議案第２号を採決します。 

 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第６、議案第３号、令和５年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算を議題とします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 髙橋事務局長。 

○髙橋利之事務局長 議案第３号、令和５年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算について、

御説明申し上げます。 

 別冊、令和５年度枚方京田辺環境施設組合一般会計予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算は、第１条におきまして、１０億９，２１３万５，０００円と定めておりま

す。 

 次に、第２条におきまして、地方債を設定しております。地方債につきましては、４ペー

ジの第２表、地方債を御覧ください。 

 地方債につきましては、可燃ごみ広域処理施設整備事業を目的といたしまして、６億６，

５９０万円の限度額を設定しております。 

 次に、歳入歳出予算の主な内容につきまして、５ページ以降の予算に関する説明書により
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御説明申し上げます。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。歳入でございます。 

 第１款、分担金及び負担金につきましては、各市負担金といたしまして、２億９，９６０

万円を計上しております。内訳といたしましては、枚方市負担金が１億８，０１８万１，０

００円、京田辺市負担金が１億１，９４１万９，０００円でございます。 

 第２款、国庫支出金につきましては、循環型社会形成推進交付金といたしまして、１億２，

６６３万３，０００円を計上しております。 

 第５款、組合債につきましては、可燃ごみ広域処理施設整備事業といたしまして、６億６，

５９０万円を計上しております。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをお開きください。歳出でございます。 

 第１款、議会費につきましては、９４万８，０００円を計上しております。 

 第２款、総務費につきましては、１億４９０万４，０００円を計上しております。主な内

容につきましては、１５ページをお開きください。説明欄の５番、各種負担金といたしまし

て、派遣職員給与費等負担金など９，８４８万９，０００円でございます。 

 次に、１４ページの下段にございます第３款、衛生費につきましては、９億６，９３９万

５，０００円を計上しております。主な内容につきましては、１５ページの説明欄の１番、

各種委託料といたしまして、１７ページにかけてございますが、環境影響評価事後調査、可

燃ごみ広域処理施設整備施工監理に伴う調査等委託料２，１２５万４，０００円、説明欄の

２番、工事請負費といたしまして、可燃ごみ広域処理施設建設工事費９億４，７７４万６，

０００円でございます。 

 第４款、公債費につきましては、１，５８８万８，０００円を計上しております。主な内

容につきましては、１７ページ説明欄の長期債に係る償還金及び利子でございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い申し上げます。 

○有山正信議長 これより質疑に入ります。 

 まず、通告に従い、青木綱次郎議員の質疑を許可します。 

 青木議員。 

○青木綱次郎議員 それでは、２３年度の一般会計予算案についてお聞きをいたしますが、私

のほうから、両構成市の負担割合、それぞれ支出されてますその負担割合に関連してお聞き

をします。 

 今年度から施設建設経費ということで、４月から本格的な建設工事も始まるということで、

当組合の予算規模も大きくなります。建設経費として大体９．７億円、９億７，０００万円

が計上されておりますが、その分のこの比の両市の負担割合とその根拠について最初にお聞

きをします。 

 あと２点目に、これは主に公債費、組合債に関わってお聞きをしますが、１つは、２３年

度の予算案で公債費支出において１，６００万円が計上されておりますが、その両市の負担

割合とその根拠ですね、それと同時に、あと、これは、公債費は返すほうですが、借りるほ

うの２３年度発行の組合債について、大体これも今回６億７，０００万円が計上されており

ますが、この償還の際の両市の負担割合がどういうふうになるのかと、その考え方や根拠に
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ついてお聞きをいたします。 

○有山正信議長 理事者から答弁求めます。 

 髙橋事務局長。 

○髙橋利之事務局長 青木議員の議案質疑にお答えいたします。 

 １点目の施設建設経費における両市の負担割合とその根拠についてでございますが、両構

成市が締結した基本協定書に基づき、均等割１００分の１０、計画可燃ごみ量割として、１

００分の９０のうち、枚方市１００分の６１．９、京田辺市１００分の３８．１を負担割合

としているところでございます。 

 ２点目の令和５年度の公債費の支出、３点目の令和５年度発行の組合債の償還に当たって

の両市の負担割合とその根拠についても同様でございます。 

○有山正信議長 青木議員。 

○青木綱次郎議員 再質問でちょっとお聞きをしておきたいのは、今回、枚方市と京田辺市が

共同でごみ焼却施設を運営するのは今回が初めてということで、ある意味で建設段階の費用

負担というのは計画時点で枚方市と京田辺市のごみのそれぞれの搬出量、搬入量ですかね、

組合から見れば、それに応じて負担はされると。一部、均等割がございますが、計画段階で

の搬入量に応じて負担割合がされるということです。 

 組合債に関しては、今後、この建設費については、そういう計画段階でもある意味では仮

定といいますかね、それまでの実績はありますが、仮定に基づいて負担割合決めておりまし

た。ただ、今後の将来的な運営経費については、両市のその時々のごみ搬入量の、いわば実

績に応じてその運営経費を負担していくというふうになっていたと思いますが、この組合債

について、建設工事自身は３年間の予定で、それが終われば運営が始まりますが、償還はも

う少しかかると思います。その組合債の償還の負担割合が、例えば将来的な年度において、

もう既に運営が始まって、いわばごみ搬入量の実績が積み上がっていきます。今は、計画段

階では、大体ごみ搬出量で言えば６１．９対３８．１ということで固定をしておりますが、

実際にごみの搬入量の実績が出てきた場合に、例えば７対３とか、あるいは４５対５５とか、

そういう比になったときに、この組合債の償還のときの負担割合というのが変わっていくの

かどうかと、あるいはそれはもう、このままずっと、少なくとも組合債の償還については、

この今の計画段階の割合でいかれるのかと、そういう見直しがあり得るのかどうかというこ

とをちょっとお聞きしておきます。 

○有山正信議長 髙橋事務局長。 

○髙橋利之事務局長 再質問にお答えいたします。 

 起債の償還について、両市の負担割合に変更はございません。 

○有山正信議長 これにて青木綱次郎議員の質疑を終結します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

 青木議員。 

○青木綱次郎議員 京田辺市議会の青木綱次郎でございます。 

 ただいま議題となっております議案第３号、令和５年度枚方京田辺環境施設組合一般会計

予算に対して反対討論を行います。 

 当組合の予算も２３年度から建設工事が本格的に始まることから、規模が大きくなってお

ります。新焼却場の建設自体は必要なものと考えますが、当組合はこの施設の建設だけでな

く、その完成後、２０年間の運営を一括して同一事業者グループに民間委託するＤＢＯ方式

を採用しております。日々発生するごみの処理は住民生活にも深く関わるものであり、この

点から、民間委託ではなく、行政が直接責任を持って管理運営すべきです。また、住民とと

もにごみ減量の取組を進めるに当たっても、ごみ処理施設を行政が直接運営することは重要

な意味を持つものと考えます。 

 以上の理由から、ＤＢＯ方式そのものを見直すべきと、その立場から、この方式を前提と

している予算案には反対をするものであります。 

○有山正信議長 ほかに討論はありませんか。 

 河田議員。 

○河田美穂議員 京田辺市の河田美穂でございます。 

 ただいま議題となっております議案第３号、令和５年度枚方京田辺環境施設組合一般会計

予算に対し、賛成の立場で討論させていただきます。 

 当組合は、組合設立以来、可燃ごみ広域処理施設整備のため、環境影響評価や施設整備、

運営事業者選定などを行い、今年度は環境影響評価の事後調査及び施設整備に係る施設設計

が進められているところでございます。今後は、引き続き環境影響評価の事後調査を行うと

ともに、建設工事に着手し、施設整備が本格的に動き出すことになります。 

 令和５年度の事業の内容といたしましては、要求水準書及び事業者からの提案書を基に協

議を重ねた実施設計の内容が確実に施工されますよう、事業者への技術的な監理を行うとと

もに、環境影響評価書に記載された調査を行うものとされております。 

 今回、提案がありました令和５年度予算案では、当該年度の事業進捗に必要となる部分払

い相当額が計上されております。また、令和４年度及び５年度に借入れを行う組合債の償還

金及び利子が計上されておりますが、これらはいずれも本事業を円滑に進める上で妥当かつ

必要なものであると私は考えます。 

 可燃ごみ広域処理施設整備運営事業は、設計施工、その後の運営管理を含めると長期にわ

たる事業であり、枚方市、京田辺市にとりましても大きな財政負担となります。そこで、施

設建設時においては国からの交付金の確保や起債の活用、運営管理時においてはごみ焼却時

に発生する熱エネルギーによる発電を行い、その電気を売却し、収入を確保するなど、財政

負担の軽減に努めていただきたいと強く求めるものであります。 

 最後になりますが、環境に配慮した安全・安心なごみ処理施設の整備運営に努めていただ

くことをお願いし、賛成討論といたします。 

○有山正信議長 ほかに討論はありませんか。 
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         （「なし」と言う者あり） 

○有山正信議長 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結します。 

 これから議案第３号を起立により採決します。 

 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

○有山正信議長 起立多数です。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第７、一般質問を行います。 

 なお、質問者の質問時間は、答弁時間も含め１５分までとする時間制限の申合せがありま

すので、念のためお知らせをします。 

 ただいまから質問を許可します。 

 鍜治谷知宏議員の質問を許可します。 

 鍜治谷議員。 

○鍜治谷知宏議員 一般質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。それでは、

通告に従いまして質問をさせていただきます。環境教育についてです。 

 環境教育については、両構成市の環境基本計画にも位置づけられていますが、清掃工場は

その中でも身近なごみ問題を考える上で欠かせない環境学習の場として、枚方市東部清掃工

場では多くの見学者が訪れているとお聞きしています。本組合が整備しようとする新施設に

おいても、環境学習の計画が入札時の審査項目に挙げられていましたが、落札者である日立

造船グループからはどのような提案があったのか、お聞きいたします。 

○有山正信議長 理事者から答弁を求めます。 

 髙橋事務局長。 

○髙橋利之事務局長 鍜治谷議員の一般質問にお答えいたします。 

 日立造船グループの提案では、施設見学を通じて、ごみ分別・減量の大切さ、ごみ処理の

しくみ、エネルギー有効利用のしくみを伝え、その担い手として、地元ＮＰＯ、ボランティ

ア団体、市民、学生など養成講座を受講した人材を育成し、施設見学のガイドや環境学習講

座などを共同で企画・運営していくとしております。 

○有山正信議長 鍜治谷議員。 

○鍜治谷知宏議員 本組合では現在、設計業務を進めておりますが、令和７年度の施設の供用

開始までにはまだ時間がありますが、環境教育について、今後、事業者からの提案内容を実

現していくため、どのように進めていくのかお聞きいたします。 

○有山正信議長 髙橋事務局長。 

○髙橋利之事務局長 再質問にお答えいたします。 

 組合では、現在、実施設計業務の中で内容の確認や行政機関等への申請、事業者との協議

など、精力的に取り組んでおります。施設運営後の内容については次年度以降、事業者と協

議を進めてまいります。 

○有山正信議長 鍜治谷議員。 

○鍜治谷知宏議員 ３回目は意見、要望とさせていただきます。 
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 ごみ減量をはじめ、環境保全活動を進めていくには、市民一人一人が環境に関心を持ち、

自ら考え、行動していく必要があることから、環境教育については全ての主体が関わる仕組

みづくりが必要です。 

 大阪府豊中市と兵庫県伊丹市が構成市となる豊中市伊丹市クリーンランドでは、両市の市

民、事業者、行政が協働しながら環境問題の解決につながる活動をするため、ＮＰＯがプラ

ットホームとなり、市民ボランティア養成講座の受講生が中心になって、施設見学会や出前

講座などの事業を企画、実施するなど、様々な主体を巻き込んだ活動を展開されているとの

ことです。本組合では施設運営後の内容について、次年度以降、事業者と協議を進めていく

とのことですので、ぜひ市民や事業者と協働して環境教育を進めていく仕組みをつくってい

ただくよう要望いたしまして、私の質問を終わります。 

○有山正信議長 これにて鍜治谷知宏議員の質問を終結します。 

 以上で一般質問を終結します。 

 以上をもって、本定例会の日程は全て終わりました。 

 閉会に際し、管理者から挨拶したい旨の申出がありますので、これをお受けします。 

 上村管理者。 

○上村崇管理者 閉会に当たりまして、一言御礼を申し上げます。 

 本日、御提案申し上げました３議案につきましては、慎重なる御審議を賜った上、いずれ

も原案どおり可決をいただきまして、心から厚く御礼を申し上げます。 

 今議会を通していただきました御意見につきましては、精査の上、今後の組合運営に生か

してまいりたいと考えておりますので、引き続きの御指導、御鞭撻を賜りますようにお願い

申し上げます。 

 春も近づいてまいりましたけれども、まだまだ冷え込む日もございます。また、新型コロ

ナウイルス感染症につきましても、類型の変更等々が言われておりますが、それでも季節性

のインフルエンザと併せて流行の兆しというのは全て終わったわけではございません。 

 そういった中、議員の皆様方におかれましては、健康に十分御留意をいただきまして、よ

り一層、御活躍をされますことを心から祈念を申し上げまして、簡単でございますけれども、

御礼の言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

○有山正信議長 それでは、私からも一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、議員及び理事者の皆様の御協力によりまして、全ての日程を終えることがで

きました。心から感謝を申し上げます。 

 理事者各位におかれましては、議員から出されました貴重な御意見、そして御提案を十分

に考慮されながら、今後の組合事務を執行していただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 先ほど管理者からもありましたけれども、新型コロナウイルス感染症に加えまして、イン

フルエンザの流行につきましても留意をする必要がある、こういう状況が続いております。 

 皆様におかれましては、くれぐれも御自愛くださいますようお願いを申し上げまして、閉

会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。 

 これで、令和５年第１回枚方京田辺環境施設組合議会定例会を閉会します。 
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 お疲れさまでした。 

 

         閉   会   午後２時３６分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

                議  長  有  山  正  信 

 

                署名議員  広  瀬  ひ と み 

 

                署名議員  青  木  綱 次 郎 
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付議事件議決結果一覧 

 

事件番号 事件名 議決年月日 議決結果 

－ 会期の決定 令和５年２月２２日 決定 

議員提出議案 

第１号 

枚方京田辺環境施設組合議会の個人情報の保

護に関する条例の制定について 
令和５年２月２２日 原案可決 

議案第１号 
枚方京田辺環境施設組合個人情報保護条例の

全部改正について 
令和５年２月２２日 原案可決 

議案第２号 
令和４年度枚方京田辺環境施設組合一般会計

補正予算（第１号） 
令和５年２月２２日 原案可決 

議案第３号 
令和５年度枚方京田辺環境施設組合一般会計

予算 
令和５年２月２２日 原案可決 

－ 一般質問 － 許可 
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